
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

０．０ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 ６．８ｈａ

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

２．３ｈａ

４．４ｈａ

直近の更新年月日

－令和4年3月29日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

上永谷（北）工区

市町村名

高鍋町

６２．４ｈａ

３２．１ｈａ

（備考）

３  対象地区内における中心経営体への農地の集積に関する方針

１９名の認定農業者・認定新規就農者等を中心経営体と位置付け、この方々を中心に可能な範囲で集積を進め
る。

中心経営体以外の方々にも、農地の保全管理等を積極的に行なってもらう。

耕作放棄地の増加、耕作者の高齢化


